
「 設 置 」と「 点 検 」! !
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住宅用火災警報器の設置・点検をしましょう
大切ないのちを守るために…

　住宅用火災警報器をまだ設置していない場合は早急に設
置してください。また、定期的な点検も心掛けましょう。

　市内の住宅火災のデータでは、住宅用火災警報器が設置されて
いた家の１件あたりの損害額は、設置されていない家の半分以下
で済んでいます。また、住宅火災で亡くなられた方のほとんどの
家には、住宅用火災警報器が設置されていませんでした。

　本体のテストボタンを押したり、ひもを引いたりし
ます。点検しても音が鳴らない、ランプなどの反応が
ないときは、電池切れや故障の可能性があります。
　本体が汚れていたら、きれいにしてください。汚れ
で機能が低下することがあります。

問い合わせ　予防課☎内線8１24、J（25）530１

　

　寝室が2階などにある場合は、階段にも煙感知式の住宅用火災
警報器の設置が必要です。また、火を扱う台所にも設置するよう
努めましょう。自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置さ
れている場所には、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はあ
りません。

警報器の取り付けは煙感知式を寝室に！

　

　電池の寿命は5〜１0年です。寿命が近づくと「ピッ」と音が鳴っ
たり、ランプがついたりします。
　電池切れのときは、機器本体や電池の交換をしてください。機
械は古くなると故障や誤作動が増える可能性がありますので、機
器本体の交換をお勧めします。
　機器本体や電池は、電気店、ガス店、消防設備業者、ホームセ
ンターなどで購入できます。

警報器は電池式がほとんど！

　

　住宅用火災警報器を設置していれば、警報音などにより火災を
早期に発見して、逃げ遅れを防ぐことや被害を軽減することが期
待できます。大切な生命・財産を守るために、設置をお願いしま
す。

必要性と効果

　

　市内の住宅用火災警報器の設置率は約85％です。まだ設置して
いない住宅には早急に設置をお願いします。

警報器の設置は消防法で義務化されています！

点検も大事！
点検は定期的に実施してください

※テスト音は１〜2回で止まります
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1件あたりの損害額（2011～19年） 死者数（2011～19年）

※住宅火災累計268件

設置場所（例）

住宅用火災警報器
未設置
約403万円

住宅用火災警報器
未設置
24人

住宅用火災警報器
設置
約180万円

住宅用火災警報器
設置
3人


